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（訂正）「平成20年10月期決算短信（非連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

 平成20年12月12日に発表いたしました「平成20年10月期決算短信」の一部につきまし

て、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

 

訂正内容 

 訂正内容には下線を付しております。 

＜訂正前＞ 

29頁 ４．財務諸表 注記事項 （税効果会計関係） 

前事業年度 

      （自 平成18年11月１日 

       至 平成19年10月31日） 

当事業年度 

      （自 平成19年11月１日 

       至 平成20年10月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

  

＜中略＞ 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に生じた差異原因の項目別

内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に生じた差異原因の項目別

内訳 

当期における当該差異が法定実効税率の100

分の５以下であるため、記載を省略しており

ます。 

当期における当該差異が法定実効税率の100

分の５以下であるため、記載を省略しており

ます。
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＜訂正後＞ 

前事業年度 

      （自 平成18年11月１日 

       至 平成19年10月31日） 

当事業年度 

      （自 平成19年11月１日 

       至 平成20年10月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

  

＜中略＞ 
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に生じた差異原因の項目別

内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に生じた差異原因の項目別

内訳 

 （％） 

法定実効税率 40.7  

  当期における当該差異が法定実効税率の100

分の５以下であるため、記載を省略しており

ます。 （調整）   

 
 交際費等永久に損金に算入され

ない項目
3.3  

  住民税均等割 8.0  

  評価性引当金の増減 11.1  

  その他 △ 0.5  

 
税効果会計適用後の法人税等の負

担率
62.6  

   

 

 

 

以 上 
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